
議案第４号

上記の議案を提出する。

（提案内容）

（提案理由）

　幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則について

　別紙のとおり改正する。

平 成 30年 2月 15日

提出者　墨田区教育委員会教育長　　加　藤　裕　之

　特別区人事委員会勧告及び幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部改正に伴

い、関係規則の一部改正を行う必要がある。
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幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則（案） 

幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則（平成１２年墨田区教育委員会規則第１５

号）の一部を次のように改正する。 

第４条第１項第１号中「１００分の１００」を「１００分の９５」に、「１００分

の１２０」を「１００分の１１５」に改め、同項第２号中「１００分の４７．５」を

「１００分の４５」に、「１００分の５７．５」を「１００分の５５」に改める。 

付 則 

この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 
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幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則（案）新旧対照表 

改   正   案 現       行 

（支給割合） 

第４条 条例第３０条第２項の教育委

員会規則で定める支給割合は、次の各

号に掲げる職員の区分に応じ当該各

号に定める割合に勤務期間における

その者の別表第１左欄に掲げる欠勤

等日数の区分に応じ同表右欄に定め

る割合を乗じて得た割合に次項に規

定する成績率を乗じて得た割合とす

る。 

 〔同左〕 

第４条 〔同左〕 

⑴ 法第２８条の４第１項、第２８条

の５第１項又は第２８条の６第１

項若しくは第２項の規定により採

用された職員（以下「再任用職員」

という。）以外の職員 １００分の

９５（条例第９条の規定により管理

職手当の支給を受ける職員にあっ

ては１００分の１１５） 

⑴ 法第２８条の４第１項、第２８条

の５第１項又は第２８条の６第１

項若しくは第２項の規定により採

用された職員（以下「再任用職員」

という。）以外の職員 １００分の

１００（条例第９条の規定により管

理職手当の支給を受ける職員にあ

っては１００分の１２０） 

⑵ 再任用職員 １００分の４５（条

例第９条の規定により管理職手当

の支給を受ける職員にあっては１

００分の５５） 

⑵ 再任用職員 １００分の４７．５

（条例第９条の規定により管理職

手当の支給を受ける職員にあって

は１００分の５７．５） 

２・３ 〔略〕 ２・３ 〔略〕 

付 則  

この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 
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議案第５号

上記の議案を提出する。

（提案内容）

（提案理由）

　幼稚園教育職員の宿日直手当支給規程の一部改正について

　別紙のとおり改正する。

平 成 30年 2月 15日

提出者　墨田区教育委員会教育長　　加　藤　裕　之

　特別区人事委員会勧告及び幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部改正に伴

い、関係規則の一部改正を行う必要がある。
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墨田区教育委員会訓令第１号 

教育委員会事務局   

区 立 幼 稚 園   

 

幼稚園教育職員の宿日直手当支給規程（平成１２年墨田区教育委員会訓令第７号）

の一部を次のように改正する。 

平成３０年２月１５日 

 

墨田区教育委員会教育長  加藤 裕之    

 

 

別表中「６，３００円」を「６，０００円」に、「３，１５０円」を「３，０００

円」に改める。 

付 則 

 この訓令は、平成３０年４月１日以後の宿日直勤務（同日前から引き続くものを除

く。）について適用する。 
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幼稚園教育職員の宿日直手当支給規程の一部改正（案）新旧対照表 

改 正 案 現  行 

別表 別表 

単位 勤務時間 支給額 

１回に

つき 

５時間以上の

場合 

６，０００円

５時間未満の

場合 

３，０００円

 

単位 勤務時間 支給額 

１回に

つき 

５時間以上の

場合 

６，３００円

５時間未満の

場合 

３，１５０円

 

付 則 

 この訓令は、平成３０年４月１日以後の宿日直勤務（同日前から引き続くものを除

く。）について適用する。 
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議案第６号

上記の議案を提出する。

（提案内容）

（提案理由）

　墨田区教育委員会表彰の表彰状及び楯の授与について

　別紙のとおり授与する。

平 成 30年 2月 15日

提出者　墨田区教育委員会教育長　　加　藤　裕　之

　墨田区教育委員会表彰状交付基準要綱に基づき、表彰する必要がある。
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墨
田
区
教
育
委
員
会
指
導
室

№
学
　
校
　
名

学
年
・
職
名

氏
名
.・
団
体
名

ふ
り
が
な

1
墨
田
区
立
外
手
小
学
校

５
年

小
宮
山
　
結
月

こ
み
や
ま
　
ゆ
づ
き

優
勝

準
優
勝

第
３
回
全
国
女
子
相
撲
選
抜
ひ
め
じ
大
会
　
個
人
５
年
生
・
４
５
ｋ
ｇ
未
満
級

第
２
０
回
全
日
本
小
学
生
女
子
相
撲
大
会
　
個
人
５
年
生
・
４
５
ｋ
ｇ
未
満
級

2
墨
田
区
立
外
手
小
学
校

６
年

石
井
　
さ
く
ら

い
し
い
　
さ
く
ら

優
勝
（
４
連
覇
）

優
勝
（
４
連
覇
）

優
勝

第
２
０
回
全
日
本
小
学
生
女
子
相
撲
大
会
　
個
人
６
年
生
・
６
０
ｋ
ｇ
以
上
級

第
８
回
全
日
本
女
子
相
撲
郡
上
大
会
　
　
　
 個
人
６
年
生
・
６
０
ｋ
ｇ
以
上
級

第
８
回
全
日
本
女
子
相
撲
郡
上
大
会
　
　
　
 団
体

3
墨
田
区
立
二
葉
小
学
校

１
年

荻
原
　
宗
義

お
ぎ
は
ら
　
む
ね
よ
し
文
部
科
学
大
臣
賞

第
２
１
回
図
書
館
を
使
っ
た
調
べ
る
学
習
コ
ン
ク
ー
ル

4
墨
田
区
立
二
葉
小
学
校

６
年

西
松
　
寛
和

に
し
ま
つ
　
ひ
ろ
か
ず
第
１
位

１
分
４
７
秒
６
７

第
４
０
回
Ｊ
Ｏ
Ｃ
ジ
ュ
ニ
ア
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
カ
ッ
プ
夏
季
水
泳
競
技
大
会

（
男
子
　
４
×
５
０
ｍ
フ
リ
ー
リ
レ
ー
　
１
１
～
１
２
歳
）

5
墨
田
区
立
中
和
小
学
校

６
年

石
井
　
健
大

い
し
い
　
た
け
ひ
ろ

第
１
位

１
分
４
７
秒
６
７

第
４
０
回
Ｊ
Ｏ
Ｃ
ジ
ュ
ニ
ア
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
カ
ッ
プ
夏
季
水
泳
競
技
大
会

（
男
子
　
４
×
５
０
ｍ
フ
リ
ー
リ
レ
ー
　
１
１
～
１
２
歳
）

6
墨
田
区
立
業
平
小
学
校

１
年

片
野
田
　
基

か
た
の
だ
　
も
と
い

国
連
生
物
多
様
性
の

１
０
年
日
本
委
員
会
賞

第
２
１
回
図
書
館
を
使
っ
た
調
べ
る
学
習
コ
ン
ク
ー
ル

7
墨
田
区
立
中
川
小
学
校

６
年

西
村
　
香
織

に
し
む
ら
　
か
お
り

優
秀
賞

平
成
２
９
年
度
３
Ｒ
促
進
ポ
ス
タ
ー
コ
ン
ク
ー
ル
　
小
学
生
高
学
年
の
部

8
墨
田
区
立
竪
川
中
学
校

３
年

菊
地
　
友
央

き
く
ち
　
と
も
お

最
優
秀
賞

平
成
２
９
年
度
３
Ｒ
促
進
ポ
ス
タ
ー
コ
ン
ク
ー
ル
　
中
学
生
の
部

9
墨
田
区
立
桜
堤
中
学
校
２
・
３
年

吹
奏
楽
部

潮
地
　
友
貴
奈

藤
沼
　
希
南

古
田
　
美
羽

藤
倉
　
音
羽

清
野
　
花

麦
嶋
　
希
海

橋
本
　
愛
未

難
波
　
希
実

豊
田
　
幸
花

増
田
　
明
莉

江
本
　
若
奈

佐
藤
　
怜
美

半
田
　
実
穂

す
い
そ
う
が
く
ぶ

し
お
ち
　
ゆ
き
な

ふ
じ
ぬ
ま
　
の
ぞ
み

ふ
る
た
　
み
う

ふ
じ
く
ら
　
お
と
は

き
よ
の
　
は
な

む
ぎ
し
ま
　
の
ぞ
み

は
し
も
と
　
あ
い
み

な
ん
ば
　
の
ぞ
み

と
よ
だ
　
さ
ち
か

ま
す
だ
　
あ
か
り

え
も
と
　
わ
か
な

さ
と
う
　
れ
い
み

は
ん
だ
　
み
ほ

銅
賞

第
６
回
日
本
学
校
合
奏
コ
ン
ク
ー
ル
２
０
１
７
全
国
大
会

ソ
ロ
＆
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
コ
ン
テ
ス
ト
　
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
部
門

平
成
２
９
年
度
　
墨
田
区
教
育
委
員
会
表
彰
・
対
象
候
補
者
一
覧

受
　
彰
　
資
　
格
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議案第７号

上記の議案を提出する。

（提案内容）

（提案理由）

　墨田区体育奨励賞の表彰状及びメダルの授与について

　別紙のとおり授与する。

平 成 30年 2月 15日

提出者　墨田区教育委員会教育長　　加　藤　裕　之

　墨田区教育委員会表彰状交付基準要綱に基づき、表彰する必要がある。

9



墨田区教育委員会

性別 氏 名 よ み が な

男 松 本 幸 大 ま つ も と こ う だ い

女 横 尾 由 季 奈 よ こ お ゆ き な

男 陶 直 史 す え な お ふ み

女 重 田 遥 南 し げ た と う な

男 鷲 田 勝 喜 わ し だ か つ よ し

女 遠 藤 瑠 那 え ん ど う る な

男 石 井 利 臣 い し い り お ん

女 神 戸 美 皓 か ん べ み ひ ろ

男 鮎 川 和 哉 あ ゆ か わ か ず や

女 光 武 唯 奈 み つ た け ゆ い な

男 上 原 光 一 う え は ら こ う い ち

女 小 川 紗 季 お が わ さ き

男 帯 瀬 陸 お び せ り く

女 渡 邊 莉 子 わ た な べ り こ

男 渡 邊 康 生 わ た な べ こ う せ い

女 田 村 美 波 た む ら み な み

男 中 根 陸 弥 な か ね り く や

女 坂 寄 栞 理 さ か よ り し お り

男 尾 口 拓 海 お ぐ ち た く み

女 渡 邊 里 奈 わ た な べ り な

吾 嬬 立 花 中学校

中学校両 国

中学校

中学校竪 川

錦 糸

吾 嬬 第 二 中学校

平成２９年度　墨田区体育奨励賞授与生徒一覧

中学校

学校名

墨 田

中学校

本 所

文 花 中学校

桜 堤 中学校

中学校寺 島
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教育委員会関係議案の作成に伴う意見聴取について 

 
１ 趣旨 
墨田区長から地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定に基づく

意見聴取の依頼があったが、依頼内容は緊急に処理しなければならず、かつ、教育委

員会を招集する暇がなかったため、墨田区教育委員会の権限に属する事務の委任等に

関する規則第３条に基づく教育長の臨時代理により異議ない旨を回答した。 
 
２ 条例案名 
（１） 幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 
（２） 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例 
（３） 職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例 
 
３ 条例案の概要 
（１） 別紙１のとおり 
（２） 別紙２のとおり 
（３） 別紙３のとおり 
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別紙１ 

幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（案）概要 

 

１ 改正理由 

  特別区人事委員会の勧告のとおり、扶養手当の見直しを行う。 

 ≪勧告の内容≫ 

   配偶者に係る手当額を他の扶養親族に係る手当額と同額まで減額し、それによ

り生ずる原資を用いて、子に係る手当額を引き上げる。また、配偶者を欠く１子

の手当については廃止する。 

 

２ 改正内容 

  扶養手当の額を次のとおり改める。 

区分 

現 行 改  正 

平成２９年度 平成３０年度(案) 
平成３１年度(案) 

（本則） 

配偶者 13,700円 10,000円 6,000円 

子 6,000円 7,500円 9,000円 

 特定期間 10,000円 11,500円 13,000円 

欠配１子 (※１) 13,700円 (※２) 10,000円 (※２)  9,000円 
（子の区分を適用） 

 特定期間 13,700円 
（特定期間の加算なし） 

11,500円 
（子の特定期間と同額） 

13,000円 
（子の区分を適用） 

父母等 6,000円 6,000円 6,000円 

  ※１ 欠配１子とは、配偶者がない場合の扶養親族である子のうち１人をいう。 

     なお、欠配１子の区分は平成３０年度をもって廃止し、以後、欠配１子は、子の区分を適

用する。 

  ※２ 激変緩和措置として、平成３０年３月３１日に「欠配１子のみ」又は「欠配１子及び父母

等」に係る扶養手当の支給を受けていた職員が、平成３０年４月１日以降、引き続き「特定

期間にない欠配１子のみ」又は「特定期間にない欠配１子及び父母等」を扶養する期間に限

り、当該欠配１子に係る手当額について、平成３０年度にあっては11,500円とし、平成３１

年度から平成３５年度までの間にあっては、子の区分に適用される手当額に4,000円を加算

した額とする。 

 

３ 施行期日 

平成３０年４月１日から施行する。 
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２９墨教庶第１４４２号                            

 平成３０年１月２９日                            

 

 

墨田区長 

山 本  亨 様  

 

墨田区教育委員会 

教育長 加 藤 裕 之 

 

 

 

教育委員会関係議案の作成に伴う意見聴取について（回答） 

 

 

平成３０年１月２９日付け２９墨総法条第３５号により、下記のとおり意見を求められまし

たこのことについては、貴案のとおりで異議ありません。 

 

記 

 

１ 意見聴取のあった条例案名 

  幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 
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別紙２ 

 

公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例（案） 

概要 

 

１ 改正理由 

  ２０２０東京オリンピック・パラリンピック開催に伴い、平成３０年度以降に職

員の派遣を予定していることから、職員の派遣先団体を加える。 

 

２ 改正内容 

（１）職員を派遣することができる団体に「公益財団法人東京オリンピック・パラリ

ンピック競技大会組織委員会」を加える。 

（２）公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣先等に関する法律第６条第２項に

基づき派遣する職員の期間中の給与等について、１００分の１００以内の支給を

する。 

 

３ 施行期日 

平成３０年４月１日から施行する。 

※ 職員の派遣に係る手続きその他の準備行為は、施行日前においても行うこと

ができることとする。 

 

※ 参考 

「公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律（抜粋）」 

(派遣職員の給与) 

第六条 派遣職員には、その職員派遣の期間中、給与を支給しない。 

２ 派遣職員が派遣先団体において従事する業務が地方公共団体の委託を受けて行う

業務、地方公共団体と共同して行う業務若しくは地方公共団体の事務若しくは事業を

補完し若しくは支援すると認められる業務であってその実施により地方公共団体の事

務若しくは事業の効率的若しくは効果的な実施が図られると認められるものである場

合又はこれらの業務が派遣先団体の主たる業務である場合には、地方公共団体は、前

項の規定にかかわらず、派遣職員に対して、その職員派遣の期間中、条例で定めると

ころにより、給与を支給することができる。 
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２９墨教庶第１４４２号                            

 平成３０年１月２９日                            

 

 

墨田区長 

山 本  亨 様  

 

墨田区教育委員会 

教育長 加 藤 裕 之 

 

 

 

教育委員会関係議案の作成に伴う意見聴取について（回答） 

 

 

平成３０年１月２９日付け２９墨総法条第３９号により、下記のとおり意見を求められまし

たこのことについては、貴案のとおりで異議ありません。 

 

記 

 

１ 意見聴取のあった条例案名 

  公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例 
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別紙３ 

職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例（案）概要 

 
１ 改正理由 
  行政系人事制度の改正により職務の級が８層制から６層制となること、職

務の級ごとの区分を設ける合理的理由が希薄であること、及び他区の状況等

の諸般の情勢に鑑み、外国旅行に係る鉄道賃、船賃、日当、宿泊料及び食卓

料について、職務の級における区分を廃止する。 
 ※ 内国旅行に係る日当等については、平成１６年度に職務の級における区

分を廃止している。 
 
２ 改正内容 

⑴  鉄道賃及び船賃 
   職務の級において、６級以上（管理職）及び５級以下（それ以外の職員）

で分けている支給区分を廃止し、現行の５級以下の区分に支給区分を一本

化する。 
 

区分 
鉄道賃 船賃 

３以上の階級 ２階級 ２以上の 
階級 

最上級の階級が細分化されている場合 
２階級に区分 ３階級 ４階級以上 

６級

以上 最上級 

上級 最上級 下級 

中級 最上級の直近

下位の級 

５級

以下 

最上級の直近

下位の級 
(=上から２番目) 

下級 
６級以上の運

賃の級の直近

下位の級 

 
⑵  日当、宿泊料及び食卓料 
職務の級により３段階に分けている支給区分を、最も低廉な支給額である

５級以下の区分に支給額を一本化する。 

区分 日当 宿泊料 
食卓料 

指定都市甲地方 乙地方 丙地方 指定都市 甲地方 乙地方 丙地方 
８級以上 8,300 7,000 5,600 5,100 25,700 21,500 17,200 15,500 7,700 

７・６級 7,200 6,200 5,000 4,500 22,500 18,800 15,100 13,500 6,700 

５級以下 6,200 5,200 4,200 3,800 19,300 16,100 12,900 11,600 5,800 

 
３ 施行期日等 
  平成３０年４月１日 
  ※ 施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。 
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２９墨教庶第１４４２号                            

 平成３０年１月２９日                            

 

 

墨田区長 

山 本  亨 様  

 

墨田区教育委員会 

教育長 加 藤 裕 之 

 

 

 

教育委員会関係議案の作成に伴う意見聴取について（回答） 

 

 

平成３０年１月２９日付け２９墨総法条第４０号により、下記のとおり意見を求められまし

たこのことについては、貴案のとおりで異議ありません。 

 

記 

 

１ 意見聴取のあった条例案名 

  職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例 
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資 料 ２  

教育課題の進捗状況について（平成30年2月報告分） 

課題名 進捗状況 主管課 

学校校舎等の改

築・改修事業 

【計画】 

 ■吾二中 付属棟・校庭整備工事 

 ■吾立中 校舎新築工事 

 ■非構造部材（天井崩落防止・ガラス飛散防止等）の

耐震化工事 

【実績】 

 ■吾二中 付属棟：鉄骨建て方工事 

校庭整備：ゴムチップ舗装 

 ■吾立中 基礎配筋、掘削工事、屋内体育館改修 

 ■非構造部材 ガラス飛散設計 

【進捗状況】順調・遅延・他（ ） 

庶務課 

 

新学習指導要領

への対応 

【計画】 

 ■1年次研修で「特別の教科 道徳」に関する研修を 

実施 

 ■がん教育の実施 

 ■教育課程届出説明会の実施 

【実績】 

 ■1/16に1年次研修で「特別の教科 道徳」に関する 

研修を区内の副校長を講師に実施した。 

 ■がん経験者を招いた授業 

  小…12校、中…1校、実施済み（1月末現在） 

  2月実施予定 小…6校、中…1校 

  その他は、3月実施または日程調整中 

 ■1/12に教育課程届出説明会を実施し、次期学習指導 

要領の移行期である来年度の内容について周知し 

た。 

【進捗状況】順調・遅延・他（  ） 

指導室 

学力向上新３か

年計画の実施 

 

【計画】 

 ■学習振り返り期間 

 ■理科ニュースの発行 

 ■チャレンジ教室（放課後・後期） 

【実績】 

 ■学習振り返り期間（1/9～） 

 ■理科ニュースの発行（1/30） 

 ■チャレンジ教室（放課後・後期 1/10～） 

【進捗状況】順調・遅延・他（  ） 

すみだ教育

研究所 
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幼保小中一貫教

育推進計画の改

定 

 

【計画】 

 ■教育委員会付議準備 

【実績】 

 ■教育委員会付議準備 

【進捗状況】順調・遅延・他（  ） 

すみだ教育

研究所 
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学校医等に対する永年勤続功労感謝状の贈呈について 

 

   墨田区教育委員会感謝状交付基準要綱細目基準学務課第１号、第２号及び第３号に基

づき、本区勤続３０年、２５年及び１５年の学校医・学校歯科医に対し、感謝状を贈呈

した。 

                                 

１ ◎区長決定分 

永年勤続功労感謝状受賞者［３０年］ 

職  種 氏  名 委 嘱 校 

学校医（内科） 鈴木
す ず き

 博
ひろし

 八広小学校、八広幼稚園 

学校医（内科） 石原
いしはら

 哲
とおる

 桜堤中学校 

（敬称略） 

 ◎教育長決定分 

永年勤続功労感謝状受賞者［２５年］ 

   職  種 氏  名 委 嘱 校 

学校医（内科） 日下
く さ か

 邦
くに

明
あき

 墨田中学校 

学校医（内科） 松髙
まつたか

 賢一
けんいち

 本所中学校 

学校医（内科） 佐々木
さ さ き

 豊
ゆたか

 柳島幼稚園 

学校医（内科） 鈴木
す ず き

 洋
よう

 立花幼稚園 

学校医（耳鼻咽喉科） 竹田
た け だ

 英子
ひ で こ

 

外手小学校、二葉小学校、 

両国小学校、第三寺島小学校、 

本所中学校、第三寺島幼稚園 

（敬称略） 

永年勤続功労感謝状受賞者［１５年］ 

職  種 氏  名 委 嘱 校 

学校医（内科） 垣田
か き た

 昭男
あ き お

 竪川中学校 

学校医（眼科） 岩城
い わ き

 久
ひさ

泰
はる

 

第三吾嬬小学校、八広小学校、 

桜堤中学校、第三寺島幼稚園、 

八広幼稚園 

学校歯科医 荒川
あらかわ

 幸雄
ゆ き お

 小梅小学校 

学校歯科医 和泉
い ず み

 一清
かずきよ

 業平小学校 

（敬称略） 
２ 永年勤続功労感謝状贈呈式 

     平成３０年２月８日（木）午後２時～ 

    １３１会議室（墨田区役所１３階） 
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資 料 ４ 

 
 

教育委員会事務局指導室  

 

平成29年度 墨田区立学校「体力テスト」結果について 

 

平成29年６月に実施した「体力テスト」の結果について、お知らせします。 

 

１ 調査の目的 

  「平成29年度東京都児童・生徒体力・運動能力、生活・運動習慣等調査（東京都統一体力テスト）」

の結果から、墨田区内児童・生徒の体力・運動能力及び生活・運動習慣等の現状を明らかにし、児童・

生徒の健康の保持・増進と体力づくりを推進する施策の改善と一層の充実を図る。 

 

２ 調査実施期間及び調査対象等 

（１）調査実施期間    平成29年６月 

（２）調査対象      墨田区立小・中学校全学年児童・生徒（夜間学級除く） 

（３）実施した学校及び児童・生徒数 

校 種 学校数 実施学校数（実施率） 学年・人数 

小学校 25校 
25校 

（100％） 

１年 1702人 ４年 158６人 
小学校総数 

979６人 
２年 1708人 ５年 1645人 

３年 1637人 ６年 1518人 

中学校 10校 
10校 

（100％） 

１年 1249人  
中学校総数 

374６人 
２年 1228人 

３年 126９人 

 

３ 調査項目 

 ○体位  身長、体重 

 ○体力テスト 

（１）小学校 

握力、上体起こし、長座体前屈、反復横とび、20ｍシャトルラン、50ｍ走、立ち幅とび、 

ソフトボール投げ 

（２）中学校 

握力、上体起こし、長座体前屈、反復横とび、20ｍシャトルラン、50ｍ走、立ち幅とび、 

ハンドボール投げ、持久走 

※20ｍシャトルラン、持久走（男子:1500ｍ、女子:1000ｍ）は、選択 

 

４ 調査結果（合計点のみ表示 東京都平均値との比較から）  

（１）男子 

 小１ 小２ 小３ 小４ 小５ 小６ 中１ 中２ 中３ 

墨田区平均 30.8 38.2 43.9 50.2 55.２ 60.9 33.4 41.6 49.7 

東京都平均 29.6 37.2 43.5 49.2 54.7 60.2 32.9 41.2 47.9 

都平均との差異 +1.2 +1.0 +0.4 +1 +0.５ +0.７ +0.５ +0.4 +1.8 

28全国平均※  53.9  42.1  

（２）女子 

 小１ 小２ 小３ 小４ 小５ 小６ 中１ 中２ 中３ 

墨田区平均 30.8 38.2 44.7 51.7 57.1 61.2 44.9 50.3 51.9 

東京都平均 29.5 37.4 43.9 50.2 56.3 61.4 44.1 49.1 51.0 

都平均との差異 +1.3 +0.8 +0.8 +1.5 +0.8 -0.2 +0.8 +1.2 +0.9 

28全国平均※  55.5  49.4  
  ※平成28年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査報告書【スポーツ庁】による。（小学校第5学年、中学校第2 

学年で実施） 

 

【分析】 

小学校6年女子以外、全ての学年において、体力合計点が、東京都の平均値を上回っている。 

小学校は、「上体起こし」、「長座体前屈」、「立ち幅跳び」の種目において、東京都平均より下回る学年があり、 

柔軟性、瞬発力等の向上が課題と捉える。中学校は「持久走」、「２０ｍシャトルラン」において、東京都平均よ 

り下回る学年があり、持久力の向上が課題と捉える。 
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